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計算対象

•措置入院関連の業務

措置診察＋措置解除時の診察

•精神科救急輪番病院の指定医当直

•隔離・拘束に関連した指定医業務

•精神科以外の職に就いている専門医

•医療観察法関連業務

鑑定医＋審判医



措置入院関連業務の推計①

•推計の対象：措置診察と措置解除に関連した業務

•根拠となるデータ：衛生行政報告例（平成30年）

診察不要, 14865

一次診察のみ, 1605

措置入院, 7108

措置入院以外の入院, 534

入院以外の処遇, 687



措置入院関連業務の推計②

•一次診察のみの1,605人は１回のみ診察

•措置入院の7,108人，措置以外の入院の534人，

入院以外の処遇の687人は２回診察

緊急措置→措置の患者は３回診察されているはずだが，

実情を把握できないので無視

→のべ18,263件の措置診察

• １回あたりの措置診察には３時間を要すると仮定

移動＋事前説明に1時間，診察に１時間，書類作成

＋移動時間に１時間



措置入院関連業務の推計③

•措置入院の7,108人は全員措置解除時に指

定医による診察を受けると仮定

主治医が非指定医の場合はもちろん，主治医

が指定医であったとしても，別の指定医（院長

など）の診察を受けるものと仮定

診察そのものに30分，診療録記載＋書類作成

に30分を要するものと仮定



措置入院関連業務の推計④

•指定医の１日あたり勤務時間は8時間，年間250

日働くものとして，

措置診察に指定医27.4人が必要

措置解除時の診察に指定医3.6人が必要

※ここでいう指定医１人とは，１年間措置入院関連業

務を行わない「バーチャル指定医」を想定している



精神科救急輪番病院の指定医当直①

•平成30年度630調査によると，全国に精神科救急

圏域は164ヶ所存在

•各圏域の救急体制はまちまちと思われるが，以下

のように仮定

全ての圏域は輪番制を敷いている

休日夜間に各圏域に当番病院が１ヶ所設置されている

当番病院には必ず指定医が当直している



精神科救急輪番病院の指定医当直②

•日当直業務は下記の通りと仮定

平日，土曜日：PM5:30～AM8:30の15時

間×282日

休日，祝日，年末年始：24時間×83日

→全国でのべ1,020,408時間

→常勤指定医換算で510.2人



隔離・拘束に関する指定医業務
• 平成28年度630調査によると，2016/6/30の時点で全国に隔離者

が10,411人，拘束者が10,933人存在

• 隔離者は週１回，拘束者は週２回のペースで隔離・拘束の必要性

を検討するための指定医の診察を受けるものと仮定

• 診察時間は20分（診療録記載時間を含む）と仮定

全国でのべ559,468時間

常勤指定医換算で279.7人

• 主治医が指定医の場合，指定医による診察は日常業務でもある

ので，過大推計の可能性がある

2018/6/30の時点で病院常勤精神科医10,060.4人のうち7,455.8人（74.1%）

が指定医であることを考慮して，279.7人×0.259＝72.4人とみなす



行政職など精神科医療以外の仕事につ

いている精神科専門医*の業務量

• 2018/12/29時点の専門医：11,888名

• 行政職などに就く専門医は30～59歳と仮定

• 行政職などに就く専門医の割合については，2012年に報告

された会員調査の論文のデータを外挿

30～34歳：3.5%，35～44歳：6.3%，45～54歳：6.9%，55～59歳：

6.0%

→行政職などに就く専門医は522.9人

※行政職など：医学部以外の大学教員，研究所，精神保健福祉セン

ター，福祉関係，産業医，民間企業，行政職，団体勤務など

＊：精神科専門医≒精神保健指定医である



医療観察法関連業務

•平成30年版犯罪白書によると，2013～7年の医療観察

法の申立件数は1,738件→年平均347.6件

•医療観察法申立１件あたり鑑定と審判で合計34時間*

消費するものとみなす

診察＋鑑定書の作成，事件記録・鑑定書の読み込み，カン

ファレンス・審判への参加，往復の時間など

→常勤指定医**換算で5.9人

*：６名のエキスパート意見の中央値を採用
**：通常，医療観察法に関与する鑑定医，精神保健審判員は精神保健指定医でもある



医療保護入院に関連した指定医業務

• 平成30年630調査によると，2017/6の1ヶ月間に16,456件の医療

保護入院が発生⇒年197,472件

• このうち25.9%を非指定医が担当するものと推定

2018/6/30の時点の病院常勤精神科医10,060.4人のうち

7,455.8人（74.1%）が指定医である

• 非指定医の担当患者では通常診療の他に指定医の診察（30分）

が必要と仮定

指定医の担当患者の診察は日常業務とみなす

• 日勤帯の医療保護入院が全体の８割を占めると仮定

時間外の医療保護入院については計算済みのため，除外

→20,450.2時間（常勤指定医10.2人に相当）



ここまでのまとめ

業務 常勤指定医換算

措置診察＋措置解除時診察 30.9人

救急輪番病院日当直 510.2人

隔離・拘束関連業務 72.4人

行政職，産業医など 522.9人

医療観察法関連業務 5.9人

医療保護入院関連業務 10.2人

合計 1,152.6人



スーパー救急病棟の指定医当直①

•平成30年度630調査によると，全国にスーパー救

急病棟は221存在

一部に複数のスーパー救急病棟を有する病院がある

が，少数と思われるので，スーパー救急病棟を有する

病院は221ヶ所とみなす

•最近はスーパー救急病棟を有する病院に常時指

定医の当直をおくことを要求する傾向がみられる

ので，当直業務に要する指定医の時間を計算する

要検討事項



スーパー救急病棟の指定医当直②

•当直業務の構成は下記の通り

平日：PM5:30～AM8:30の15時間×282日

日曜，祝日，年末年始：24時間×21日

※土曜日は平日とみなす

※日曜日（52回）は輪番日当直に参加するとみなして除外

→全国でのべ1,046,214時間

→常勤指定医換算で523.1人

要検討事項



考察

• 2018/6/30の時点で全国に1,612ヶ所の精神科病院があり，常勤精

神保健指定医が7455.8人勤務している

• 指定医の業務に要する労力は，少なく見積もって，常勤指定医換

算1,153人（15.5%）と，勤務する指定医の6分の1弱に相当する量

である

• スーパー救急における指定医当直の奨励などが行われると，労力

は一気に20%を超える

結語

• 精神保健指定医業務等を勘案すると、現在の『将来必要な医師

数』を15%から20%増やす必要がある
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